
　

今
回
の
改
正
は
、
こ
れ
ま

で
の
省
令
等
改
正
（
2
0
1

7
年
9
月　

日
公
布
、
2
0

22

1
8
年
3
月　

日
公
布
）
に

30

続
い
て
、
計
量
法
施
行
規
則

等
を
改
正
し
所
要
の
措
置
を

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成　

年
経
済
産
業
省
令

30

第　

号
）、同（
新
旧
対
照
表
）

55
▽
基
準
器
検
査
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成　
30

年
経
済
産
業
省
令
第　

号
）、

56

同
（
新
旧
対
照
表
）

▽
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成　

年
経
済
産
業
省
令

30

第　

号
）、同（
新
旧
対
照
表
）

57
▽
指
定
定
期
検
査
機
関
、
指

定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証

明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量

証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成　

年
経
済

30

産
業
省
令
第　

号
）、
同
（
新

58

旧
対
照
表
）

■
公
布
し
た
告
示

▽
計
量
法
施
行
規
則
第
四
十

一
条
第
一
号
た
だ
し
書
及
び

第
三
号
た
だ
し
書
並
び
に
別

表
第
四
の
規
定
に
基
づ
き
経

済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る

場
合
及
び
経
済
産
業
大
臣
が

別
に
定
め
る
も
の
を
定
め
る

件
（
平
成　

年
経
済
産
業
省

30

告
示
第
1
7
5
号
）

▽
計
量
法
施
行
規
則
第
九
十

条
の
二
た
だ
し
書
に
基
づ
く

校
正
手
法
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
平
成　
30

年
経
済
産
業
省
告
示
第
1
7

6
号
）、
同
（
新
旧
対
照
表
）

講
ず
る
も
の
。

■
意
見
募
集
で
6
件
の
意
見

　

5
月　

日
～
6
月　

日
ま

26

24

で
、
改
正
省
令
案
等
に
対
す

る
意
見
を
募
集
し
、
6
件
の

意
見
が
あ
っ
た
。
意
見
に
基

づ
い
て
所
要
の
修
正
を
施

し
、
9
月
6
日
公
布
し
た
。

■
改
正
等
の
概
要

　

改
正
等
の
概
要
は
次
の
と

お
り
。

　

計
量
証
明
事
業
者
が
保
有

（1）し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
器

等
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
事

業
範
囲
等
に
よ
っ
て
例
外
的

に
保
有
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
場
合
を
規
定
す
る
と
と
も

に
、
技
術
進
歩
等
に
よ
り
普

及
し
た
機
器
等
を
保
有
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
機
器
等
に

追
加
し
た
。

　

水
銀
汚
染
防
止
法
に
よ

（2）り
、
原
則
、
水
銀
使
用
製
品

の
製
造
お
よ
び
輸
入
が
規
制

さ
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
次
の

改
正
を
し
た
。

▽
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
、
ガ
ラ

ス
製
体
温
計
、
密
度
浮
ひ
ょ

う
、
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型

血
圧
計
お
よ
び
浮
ひ
ょ
う
型

比
重
計
の
技
術
基
準
と
し
て

引
用
さ
れ
て
い
る
日
本
工
業

規
格
（
J
I
S
）
が
水
銀
汚

染
防
止
法
へ
対
応
す
る
た
め

に
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
と
も

な
い
、
検
則
で
引
用
し
て
い

る
J
I
S
の
年
号
を
改
正
し

た
。

▽
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の

検
定
等
に
用
い
る
計
量
器

（
基
準
器
）
の
う
ち
水
銀
を

使
用
し
て
い
る
も
の
の
代
替

性
を
鑑
み
て
、「
血
圧
計
用
基

準
圧
力
計
」
を
基
準
器
と
し

て
新
し
く
追
加
し
た
。

▽
密
度
基
準
器
、
濃
度
基
準

器
お
よ
び
比
重
基
準
器
に
つ

い
て
、
基
準
器
の
精
度
向
上

や
検
査
の
安
全
性
の
観
点
等

か
ら
、
基
準
器
検
則
に
定
め

る
技
術
基
準
を
改
正
す
る
と

と
も
に
、
技
術
基
準
の
変
更

に
と
も
な
い
、
検
査
手
数
料

を
改
正
し
た
。

▽
基
準
フ
ラ
ス
コ
に
つ
い

て
、
計
量
法
第
1
4
3
条
第

1
項
の
登
録
事
業
者
が
お
こ

な
う
体
積
（
フ
ラ
ス
コ
）
に

対
す
る
校
正
事
業
の
内
容

が
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
器
差
検
査
の
方
法
と
同
等

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
た

め
、
当
該
基
準
器
の
器
差
の

検
査
を
お
こ
な
わ
な
い
場
合

の
額
を
手
数
料
規
則
別
表
第

3
に
追
加
し
た
。

　

校
正
事
業
者
の
登
録
に
係

（3）る
区
分
に
「
速
さ
」
を
追
加

し
た
。

　

そ
の
他
、
必
要
な
改
正
を

（4）し
た
。

■
施
行
日

　

公
布
は
、
2
0
1
8
（
平

成　

）
年
9
月
6
日
、
施
行

30
日
は
、
公
布
日
ま
た
2
0
1

9
（
平
成　

）
年
2
月
1
日
。
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■
公
布
し
た
省
令

▽
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成　
30

年
経
済
産
業
省
令
第　

号
）、

54

同
（
新
旧
対
照
表
）

▽
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

計
量
証
明
事
業
者
が
保
有
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
機
器
等
の
見
直
し
、

水
銀
汚
染
防
止
法
へ
の
対
応
、校
正

事
業
者
の
登
録
区
分
の
追
加
な
ど

　

経
済
産
業
省
計
量
行
政
室

は
9
月
7
日
、
経
済
産
業
省

「
計
量
制
度
見
直
し
」
の
w

e
b
サ
イ
ト
に
、「
指
定
検
定

機
関
指
定
の
申
請
の
考
え
方

（
第
一
版
）」
を
掲
載
し
た

（h
ttp
://w

w
w
.m
eti

.g
o.jp/policy

/econ
o

m
y
/h
y
o
ju
n
/te
ch
n
o

_in
fra/0

0
0
_k
eiry
ou

_m
in
aosh

i.h
tm
l

）。

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用

す
る
自
動
は
か
り
4
器
種
が

検
定
対
象
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
民
間
事
業
者
の
参
入
を

促
進
す
る
た
め
「
器
差
検
定

を
中
心
と
す
る
指
定
検
定
機

関
」
が
新
し
く
発
足
す
る
。

　

初
め
て
の
制
度
で
あ
り
、

こ
の
制
度
に
つ
い
て
の
情
報

も
不
足
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
経
済
産
業
省
計
量
行
政

室
は
、
2
0
1
8
（
平
成　

）
30

年
度
秋
以
降
に
お
い
て
「
器

差
検
定
を
中
心
と
す
る
指
定

検
定
機
関
」
の
指
定
の
申
請

を
す
る
企
業
・
団
体
、
申
請

を
準
備
・
検
討
す
る
企
業
・

団
体
に
向
け
て
、
あ
ら
か
じ

め
申
請
の
準
備
が
で
き
る
よ

う
に
、
申
請
に
あ
た
っ
て
の

必
要
な
書
類
や
要
件
の
考
え

方
を
示
す
資
料
を
作
成
し

た
。

　
「
第
一
版
」
と
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
「
考
え
方
」
は
、

今
後
、
記
載
の
追
加
、
修
正

等
に
よ
り
、
変
更
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
が
、そ
の
場
合
、

w
e
b
サ
イ
ト
等
で
公
表
す

る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
「
指
定
検
定
機
関
」の
申
請

の
審
査
は
、
書
類
審
査
と
現

地
審
査
を
あ
わ
せ
て
実
施
す

る
が
、
こ
の
文
書
は
、「
器
差

検
定
を
中
心
と
す
る
指
定
検

定
機
関
」
の
指
定
の
申
請
の

検
討
（
前
段
階
）
か
ら
申
請

（
書
類
申
請
）
ま
で
に
つ
い

て
示
し
た
も
の
で
、
現
地
審

査
に
つ
い
て
は
示
し
て
い
な

い
。
必
要
に
応
じ
て
示
す
こ

と
に
し
て
い
る
。

■
目
次

◇
は
じ
め
に
◇
第
1
章
指
定

の
申
請
に
向
け
て
◇
第
2
章

「
器
差
検
定
を
中
心
と
す
る

指
定
検
定
機
関
」
の
指
定
の

基
準
◇
第
3
章
申
請
に
お
け

る
各
事
項
の
考
え
方
◇
第
4

章
指
定
の
申
請
◇
参
考
資
料

（1） 2018年（平成30年）9月16日（日）第 3209号 （　　　　）昭和26年4月4日 
第三種郵便物認可

計
量
法
施
行
規
則
等
を
一
部
改
正
、
指
定
検
定
機
関
指
定

の
申
請
の
考
え
方 

①
面

資
料
・
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
特

定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
基

準
器
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

②
～
⑦
面

A
&
D
新
製
品
、
大
型
ト
レ
ー
ラ
ー
横
転
事
故 

⑧
面

今週の主な記今週の主な記事事

指
定
検
定
機
関
指
定
の
申
請
の
考
え
方

「
計
量
制
度
見
直
し
」の
w
e
b
サ
イ
ト
に
掲
載

計
量
法
施
行
規
則
等
を
一
部
改
正

9
月
6
日
公
布
、施
行
は
、公
布
日

ま
た
は
2
0
1
9
年
2
月
1
日

　

経
済
産
業
省
は
9
月
6
日
付
で
、
計
量
法
施
行
規
則
等

を
一
部
改
正
し
た
。
施
行
は
、
公
布
日
ま
た
は
2
0
1
9

（
平
成　

）
年
2
月
1
日
。
計
量
証
明
事
業
者
が
保
有
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
器
等
の
見
直
し
や
、
水
銀
汚
染
防

止
法
へ
の
対
応
、
校
正
事
業
者
の
登
録
区
分
の
追
加
な
ど

を
し
た
。（
関
連
資
料
②
～
⑦
面
）

毎
日
更
新

毎
日
更
新
！！FFaacceebbooookk
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注
目
企
業
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

事
や
、
展
示
会
情
報
が
わ
か
る

日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
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量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量
新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新

日
本
計
量
新
報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報


